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黒石市教育委員会会計年度任用職員任用規則の一部を改正する規則の一部を

改正する規則をここに公布する｡ 

 

令和４年６月２９日 

 

黒石市教育委員会教育長  山 内 孝 行 

 

黒石市教育委員会規則第１１号 

 

 

黒石市教育委員会会計年度任用職員任用規則の一部を改正する規則 

 

 黒石市教育委員会会計年度任用職員任用規則（令和４年黒石市教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２号中「エまで」を「オまで」に改め、同号に次のように加える。 

  オ 黒石市立図書館条例施行規則（令和４年黒石市教育委員会規則第９号）

第３条に規定する館長 

 別表９の項中「社会教育課」を「市立図書館」に改め、同表１１の項中「昭和

３６年黒石市教育委員会訓令第１号」を「昭和６３年黒石市教育委員会訓令第１

号」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和４年７月１日から施行する。


